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介
護
保
険
制
度
の
改
正
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

軽
自
動
車
税
の
税
率
改
正
が
平
成
28
年
度
に
延
期
さ
れ
ま
す

平
成
27
年
４
月
か
ら
、
介
護
保
険
制
度
の
改
正
等
が
行
わ
れ
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

介
護
老
人
福
祉
施
設
の

入
所
要
件
が
変
わ
り
ま
す

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）
に
新
規
入
所
で
き
る
方
は
、
原

則
、
要
介
護
３
以
上
の
方
に
限
ら
れ
ま
す

（
既
入
所
者
は
除
く
）
。

※
要
介
護
１
・
２
の
方
で
、
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
特
例
的
に
入

所
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

介
護
報
酬
改
定
に
伴
い
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
た
際
の
利
用
者
負
担
額
が
変

わ
り
ま
す
（
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
変

更
内
容
は
異
な
り
ま
す
）
。

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
が

「
住
所
地
特
例
」
の
対
象
に
な
り
ま
す

住
所
地
特
例
の
対
象
施
設
に
、
有
料
老

人
ホ
ー
ム
に
該
当
す
る
「
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
向
け
住
宅
」
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

※
住
所
地
特
例
と
は
、
市
外
の
施
設
に
住

所
変
更
し
た
場
合
で
も
、
変
更
前
の
市

町
村
が
引
き
続
き
保
険
者
と
な
る
制
度

で
す
。

低
所
得
者
の
方
の

保
険
料
軽
減
を
行
い
ま
す

平
成
27
・
28
年
度
の
介
護
保
険
料
に
つ

い
て
、
新
た
な
公
費
を
投
入
し
、
新
第
１

段
階
（
現
行
第
１
・
第
２
段
階
）
の
保
険

料
率
を
５
％
引
き
下
げ
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の

負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
（
介
護

給
付
費
）
の
保
険
料
負
担
割
合
が
、
65
歳

以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）
は
22

％
、
40
〜
64
歳
の
方
（
第
２
号
被
保
険

者
）
は
28
％
に
な
り
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課　


v
０
６
４
９

平
成
27
年
度
か
ら
税
率
が
改
正
さ
れ
る

予
定
だ
っ
た
原
動
機
付
自
転
車
及
び
二
輪

車
な
ど
は
（
市
報
９
月
１
日
号
で
案

内
）
、
税
制
改
正
の
大
綱
に
よ
り
、
平
成

28
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
発
表
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

今
後
、
地
方
税
法
及
び
市
税
条
例
の
改

正
を
経
て
、
正
式
に
決
定
す
る
予
定
で

す
。

■
問
合
わ
せ

　

税
務
課　


v
０
６
２
０

１，２００円

１，０００円

２，５００円

現　行
（平成２７年度まで）

車種区分

１，６００円

１，６００円

５０cc超～９０cc以下

ミニカー

９０cc超～１２５cc以下

４，７００円

排気量

１２５cc超～２５０cc以下 ２，４００円

農耕作業用

その他
（フォークリフトなど）

５０cc以下

６，０００円

３，７００円

５，９００円

３，６００円

２，４００円

２，４００円

改正後
（平成２８年度から）

税　率

２，０００円

２，０００円

４，０００円

原動機付
自転車

小型特殊
自動車

２５０cc超小型二輪

軽二輪


